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該 非 判 定 書

作成責任者

042‐719-4999/090‐ 6171-7744

対象貨物暉役務

Ag■■ent Technolog■ es舅製

Ag■ lent 1200 シリーズ

液体クロマトグラフ

判定 (2018。 1.22施行および 2019。 1.9施行予定法令準拠 )

輸出令別表第一の 1項～15項 対象外
同

外為令別表の

同

16項   該当
1項～15項  対象外
16項   対象外

判定理由

対象貨物は、分析装置の一種で、液体クロマトグラフである。 同社製適合ユニットを組み合わせて、最
適な構成とすることができるようになっていることが特徴であるc 当該ユニットは、いずれも液体クロマトグ
ラフを構成するように設計された専用品であり、他の用途は想起しえない。

輸出令について

液体クロマトグラフ及びその部分品は、輸出令男1表第一の 1項から15項に、掲げられていない。 よっ
て、対象貨物は輸出令別表第一の 1項から15項について対象外と判定する。

外為令について

対象貨物には、技術情報、データ、プログラムの類は付属しない。 よって、外為令の l項から15項に
ついても、対象外と判定する。

項目別対比表について

判定帳票として2018年版項目別対比表を用いているが、2019.1.9施行法令においても判定結果に影
響しないことを確認済である。

添付資料

1.項 目別対比表 (全 1頁 )
2.対象貨物資料 (全 1頁 )
3.対象貨物構成例写真 (全 1 頁 )



輸出貿易管理令 男1表第1項目別対比表 (該非判定用)6470
輸出令別表第 1で明らかに規制されていない貨物用

◎∝STEC 2θ 暉.1、9装 行力 合Z喧認 着

貨 物 名 :

メーカー名 :

,rN^ 7 0<l ?\ 7

Aqilent Technololie s

型及び銘柄 : A911ent i200シリース
｀`

注意事項 :

※判定欄で「はいJに チェックした場合は、関係する項日別対比表で、該非11定をすること。本シー トは、使用できない。

※輸出令別表第 1の 1か えっ15の項及び貨物等省令第 1条から第 14条 に該当しない場合であつても、食品や本材等を除き、輸出令別
表第 3(ホ フイ ト国)以外に輸出する場合は、キャッチオール規市1(用 途・需要者)について確認すること。

(作成年 月日 : ″ ′′年 ′ 月 7日 )

輸出令男1表第 1関連
判 定 欄

(いずれかにレ点)
貨物の内容・理由等

輸出令別表第 1の 1か ら15の項及び貨物等省令第 1
条から第 14条に該当する貨物か ? nt*L\ glvrurz

柚木行政書士事務所

-665-

作成責任者 :

会 社 名

所属・役職

(プ リカ'す )

氏   名

電   話 042-‐ 719--4999



Pure Liquid Chromatography
Agilent 1200 Series

高速液体クロマ トグラフシステムに

おいて世界をリー ドしてきた Agilent

Techno:ogiesは、よリフレキシブルで、

最高のパフォーマンスを追求し将来を見

据えた LCシステムを開発しました。

新製品 Agilent 1 200シ リーズは、そのモ

ジュール設計により、アプリケーション

のニーズに合うように構成を最適化する

ことができる一方で、スピード、分離能、

感度を兼ね備えた優れたシステムを提供

します。

6470

Ag‖ entは、堅牢で信頼性の高い LCシス

テムを 30年にわたり開発してきました。

Agilent 1 200シ リーズ|よ、高度に統合さ

れたソリューションの最新の進化形であ

り、妥協を許さないデータ品質とより高

い生産性を実現する設計となつていま

す。

Agilent 1 200シ リーズのスケーラブルで

オープンなアーキテクチャにより、ラボ

の将来において Agilent 1 200へ の投資は

安全です。

All the performance.

AH the timen
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